
 核燃料施設安全審査基本指針 ウラン加工施設安全審査指針 
適用対象 
 

本基本指針は、核燃料施設のうち、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律（以下「原子炉
等規制法」という。）第 13条に掲げ
る加工施設、同法第 44 条に掲げる
再処理施設及び同法第 53 条に掲げ
る使用施設等（核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法
律施行令第 17 条に定める核燃料物
質に係るものに限る。）に適用する
ものとする。 

本指針は、加工の事業の許可（変更の許可を含む。）の申請に係る加工施設で
あって、濃縮度５％以下のウランを転換、加工する施設（以下ウラン加工施設
という。）に適用される。ただし、ここでいうウランとは、次に掲げる各号のい
ずれかに該当するものをいう。 
（1） 未照射ウラン 
（2） 燃料集合体最高燃焼度 50,000MWd/tU 以下の使用済燃料を湿式法（ピ
ューレックス法）により再処理し、回収したウラン 

（3） 上記(1)(2)のウランを任意の比率で混合したウラン 
なお、上記(2),(3)に本指針を適用する場合には、指針の各号について、その中
の放射性物質の種類及び量を十分考慮すること。 

１．放射線業務従事者 
原子炉等規制法関係法令に定める
放射線業務従事者をいう。 

（同左） 

２．安全上重要な施設 
その機能喪失により、一般公衆及
び放射線業務従事者に過度の放射
線被ばくを及ぼすおそれのある構
築物、系統及び機器並びに事故時に
一般公衆及び放射線業務従事者に
及ぼすおそれのある過度の放射線
被ばくを緩和するために設けられ
た構築物、系統及び機器をいう。 

ウラン加工施設における「安全上重要な施設」としては、次に掲げる各号のい
ずれかに該当する建物・構築物、系統及び設備・機器をいう。 
(1) ウランを非密封で大量に取扱う設備・機器 
(2) ウランを限定された区域に閉じ込めるための設備・機器であって、その
機能喪失により作業環境又は周辺環境に著しい放射能汚染の発生のおそ
れのあるもの 

(3) 臨界安全上核的制限値のある設備・機器及び当該制限値を維持するため
に必要な設備・機器 

(4) 火災・爆発等の防止上、熱的制限値又は化学的制限値のある設備・機器
及び当該制限値を維持するために必要な設備・機器 

(5) 非常用電源等であって、その機能喪失によりウラン加工施設の安全性が
著しく損なわれるおそれのある系統及び設備・機器 

(6) 上記(1)～(5)の設備・機器が設置されている建物・構築物 
３．最大想定事故 
安全上重要な施設との関連におい
て、技術的にみて発生が想定される
事故のうちで、一般公衆の線量当量
が最大となるものをいう。 

（同左） 

用語の定義 
 
 
 
 

４．単一ユニット 
臨界管理を考える場合に対象とな
る核燃料物質取扱い上の一つの単
位をいう。 

（同左） 

 

 

 

 

 

出典「核燃料施設安全審査基本指針について」（昭和 55年 2月 7日原子力安全委員会決定） 
「ウラン加工施設安全審査基本指針について」（昭和 55年 12月 22日原子力安全委員会決定）
「核燃料施設に係る安全審査指針の改定について」（平成元年3月27日原子力安全委員会決定）
 



 核燃料施設安全審査基本指針 ウラン加工施設安全審査指針 
１． 基本的条件 
 

核燃料施設の立地地点及びその周
辺においては、大きな事故の誘因と
なる事象が起こるとは考えられな
いこと。また、万一事故が発生した
場合において、災害を拡大するよう
な事象も少ないこと。 

事故の誘因を排除し、災害の拡大を防止する観点からウラン加工施設の立地地
点及びその周辺における以下の事象を検討し、安全確保上支障がないことを確
認すること。 

(1) 自然現象 
① 地震、洪水、台風、豪雪、高潮、津波、地すべり、陥没等の自然現象 
② 風向、風速、降雨量等の気象 
③ 河川、地下水等の水象及び水理 
④ 地盤、地耐力、断層等の地質及び地形等 

(2) 社会環境 
① 近接工場等における火災、爆発等 
② 農業、畜産業、漁業等食物に関する土地利用及び人口分布等 

２．平常時条件 核燃料施設の平常時における一般
公衆の線量当量が、合理的に達成で
きる限り低いものであること。 

1. 排気中のウランによる一般公衆の被ばく 
（1） ウラン加工施設での取扱うウランの形態・性状及び取扱量、工程から
排気系への移行率並びに高性能エアフィルタ等除去系の捕集効率を考
慮して排気に含まれて放出されるウランの年間放出量を算出するこ
と。 

（2） （1）で求めたウランの年間放出量からみて、十分な安全裕度のある拡
散条件を考慮しても、一般公衆の線量当量が極めて小さくなることが
明らかな場合には、線量当量の評価は要しないものとする。 

（3） （2）以外の場合には、適切な方法により、一般公衆の線量当量を計算
し、合理的に達成できる限り低いものであることを確認すること。 

2. 排水中のウランによる一般公衆の被ばく 
（1） ウラン加工施設から排水に含まれて放出されるウランの年間放出量又
は年間平均濃度からみて、十分な安全裕度のある拡散条件を考慮して
も、一般公衆の線量当量が極めて小さくなることが明らかな場合には、
線量当量の評価は要しないものとする。 

（2） （1）以外の場合には、適切な方法により一般公衆の線量当量を計算し、
合理的に達成できる限り低いものであることを確認すること。 

３．事故時条件 核燃料施設に最大想定事故が発生
するとした場合、一般公衆に対し、
過度の放射線被ばくを及ぼさない
こと。 

1. 事故の選定 
ウラン加工施設の設計に即し 
（1） 有機溶媒、水素ガス等の火災・爆発 
（2） 六ふっ化ウラン、二酸化ウラン粉末等の飛散、漏洩 
（3） 自然災害 
等の事故の発生の可能性を技術的観点から十分に検討し、最悪の場合、技術的
にみて発生が想定される事故であって、一般公衆の放射線被ばくの観点からみ
て重要と考えられる事故を選定すること。 

2. ウラン総放出量の計算 
1 で選定した事故のそれぞれについて、次の事項に関し、十分に検討し、安
全裕度のある妥当な条件を設定して、ウランの総放出量を計算すること。 
（1） ウランの形態・性状及び存在量 
（2） 事故時の閉じ込め機能（高性能エアフィルタ等の除去系の機能を除
く。）の健全性 

（3） 排気系への移行率 
（4） 高性能エアフィルタ等除去系の捕集効率 

3. 線量当量の評価 
1 で選定した事故のうち、2 の計算により最大のウラン総放出量を与える事
故を最大想定事故として設定し、当該最大想定事故時のウランの総放出量から
みて、十分な安全裕度をみた事故時の拡散条件を考慮しても、一般公衆の線量
当量が極めて小さくなることが明らかな場合には、被ばく線量の評価は要しな
いものとする。 
上記以外の場合においては、十分な安全裕度のある拡散条件等を設定して一
般公衆の線量当量を計算し、一般公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさな
いことを確認すること。 

４．閉じ込めの機能 核燃料施設は、放射性物質を限定
された区域に閉じ込める十分な機
能を有すること。 

1. 作業環境の汚染防止に対する考慮 
（1） ウラン加工施設の管理区域は、ウランを密封して取扱い又は、貯蔵
し、汚染の発生するおそれのない区域（第２種管理区域）とそうで
ない区域（第１種管理区域）とに区分して管理すること。 

（2） 作業環境の汚染を防止するため、ウランを収納する設備・機器は、
飛散又は漏洩のない構造であること。 

（3） 第１種管理区域において、ウランを取扱う工程の設備・機器のうち、
ウランが空気中へ飛散するおそれのあるものについては、局所排気
系を設けること等によりウランの空気中への飛散を防止できるよう
な構造とすること。 

（4） 第１種管理区域にはウラン除去機能をもつ排気系統を設け所要の換
気を行うこと。 

（5） 第１種管理区域において、内部の床・壁の表面はウランが浸透しに
くく、除染が容易で、腐食しにくい材料で仕上げること。 

2. 周辺環境の汚染防止に対する考慮 
（1） 第１種管理区域は、漏洩の少ない構造とするとともに、当該区域の
外から当該区域に向って空気が流れるように給排気のバランスをと
ること。 

（2） 第１種管理区域において、汚染のおそれのある空気を排気する系統



には、周辺環境の汚染を合理的に達成できる限り少なくするため、
高性能エアフィルタ等適切なウラン除去設備を設けること。またそ
れらの機能が十分であること。 

（3） 事故時において、ウランの飛散するおそれのある部屋は、漏洩の少
ない構造であること。 

５．放射線遮蔽 核燃料施設においては、放射線業
務従事者の作業条件を考慮して、十
分な放射線遮蔽がなされているこ
と。 

放射線業務従事者の放射線被ばくを低減するという目的のために必要な箇所
に放射線遮蔽を施すこと。 

６．放射線被ばく管理 核燃料施設においては、放射線業
務従事者の放射線被ばくを十分に
監視し、管理するための対策が講じ
られていること。 

1. 作業環境における放射線被ばく管理 
ウランの取扱われる部屋の線量率、ウランの表面密度及び空気中濃度を十分
に監視、管理するため 
（1） サーベイメータ、ダストモニタ等の監視設備・機器を設けること。 
（2） 第１種管理区域入口等には、防塵マスク等適切な呼吸保護具を備え
ること。 

（3） 適切なところに放射線管理担当者が駐在できる施設を設けること。
この施設には放射線管理上必要な監視、通報設備が設けられている
こと。 

2. 放射線業務従事者等の個人被ばく管理 
放射線業務従事者等の個人被ばく管理に必要な線量計の機器を備えること。 

７．放射性廃棄物の放
出管理 

核燃料施設においては、その運転
に伴い発生する放射性廃棄物を適
切に処理する等により、周辺環境へ
放出する放射性物質の濃度等を合
理的に達成できる限り低くできる
ようになっていること。 

1. 放射性気体廃棄物の放出管理 
排気に含まれて周辺環境へ放出されるウランを合理的に達成できる限り少な
くするため、高性能エアフィルタ、エアウォッシャ等の適切な除去設備を設け
ること。 
特に、粉末ウラン処理工程等ウランの排気系への移行率が高いと考えられる
工程からの排気系には、２段以上の高性能エアフィルタを設けること。 

2. 放射性液体廃棄物の放出管理 
排水に含まれて敷地境界外へ放出されるウランを合理的に達成できる限り少
なくするため、凝集沈澱設備、濾過設備、蒸発濃縮設備、稀釈設備、イオン交
換設備等の適切な廃液処理設備を設けること。 

８．貯蔵等に対する考
慮 

核燃料施設においては、放射性物
質の貯蔵等による敷地周辺の放射
線量を合理的に達成できる限り低
くできるようになっていること。 

六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、燃料集合体等の加工原料若しくは加工製品の
貯蔵又は放射性廃棄物の保管廃棄に起因する線量当量をウラン加工施設敷地境
界外における人の居住する可能性のある地点において、十分な安全裕度のある
条件を設定して計算することとし、その値が合理的に達成できる限り低いもの
であることを確認すること。 

９．放射線監視 核燃料施設においては、放射性廃
棄物の放出の経路における放射性
物質の濃度等を適切に監視するた
めの対策が講じられていること。 
また、放射性物質の放出の可能性
に応じ、周辺環境における線量当
量、放射性物質の濃度等を適切に監
視するための対策が講じられてい
ること。 

1. 放出口等における監視対策 
気体廃棄物及び液体廃棄物の放出口又はその他の適切な箇所において、それ
ぞれウランの濃度等を適切に監視するための対策が講じられていること。 

2. 周辺環境における監視対策 
ウランの放出の可能性に応じ、周辺環境における線量当量、ウランの濃度等
を適切に監視するための対策が講じられていること。 

１０．単一ユニットの
臨界安全 

核燃料施設における単一ユニット
は、技術的にみて想定されるいかな
る場合でも臨界を防止する対策が
講じられていること。 

ウラン加工施設における単一ユニットは、技術的にみて想定されるいかなる場
合でも、単一ユニットの形状寸法、質量、容積、溶液濃度の制限及び中性子吸
収材の使用等並びにこれらの組合せによって核的に制限することにより臨界を
防止する対策が講じられていること。このため 

(1) ウランを収納する設備・機器のうち、その寸法又は容積を制限し得るも
のについては、その寸法又は容積について核的に安全な制限値が設定され
ていること。 

(2) 上記(1)の規定を適用することが困難な場合には、取扱うウラン自体の質
量、寸法、容積又は溶液の濃度等について核的に安全な制限値が設定され
ていること。この場合、誤操作等を考慮しても工程中のウランが上記の制
限値を超えないよう、十分な対策が講じられていること。 

(3) ウランの収納を考慮していない設備・機器のうち、ウランが流入するお
それのある設備・機器についても上記(1)(2)に規定する条件が満たされて
いること。 

(4) 核的制限値を設定するに当たっては取扱われるウランの化学的組成、濃
縮度、密度、溶液の濃度、幾何学的形状、減速条件、中性子吸収材等を考
慮し、特に立証されない限り最も効率の良い中性子の減速、吸収及び反射
の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差及び誤操作等を考慮し
て十分な裕度を見込むこと。 

(5) 核的制限値を定めるに当たって、参考とする手引書、文献等は、公表さ
れた信頼度の十分高いものであり、また使用する臨界計算コード等は、実
験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものである
こと。 

(6) 核的制限値の維持・管理については、起こるとは考えられない独立した
二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものであること。 

１１．複数ユニットの
臨界安全 

核燃料施設内に単一ユニットが二
つ以上存在する場合には、ユニット
相互間の中性子相互干渉を考慮し、
技術的にみて想定されるいかなる

ウラン加工施設における複数ユニットの配列については、技術的にみて想定さ
れるいかなる場合でも、ユニット相互間における間隔の維持又はユニット相互
間における中性子遮蔽の使用等により臨界を防止する対策が講じられているこ
と。このため 



場合でも臨界を防止する対策が講
じられていること。 

(1) ユニット相互間は核的に安全な配置であることを確認すること。 
(2) 核的に安全な配置を定めるに当たっては、特に立証されない限り最も効
率の良い中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は
計算による誤差及び誤操作等を考慮して十分な裕度を見込むこと。 

(3) 核的に安全な配置を定めるに当たって、参考とする手引書、文献等は、
公表された信頼度の十分高いものであり、また使用する臨界計算コード等
は、実験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたもの
であること。 

(4) 核的に安全な配置の維持については、起こるとは考えられない独立した
二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものであること。 

１２．臨界事故に対す
る考慮 

誤操作等により臨界事故の発生す
るおそれのある核燃料施設におい
ては、万一の臨界事故に対する適切
な対策が講じられていること。 

ウラン加工施設においては、指針 10及び指針 11を満足するかぎり、臨界事故
に対する考慮は要しない。 

１３．地震に対する考
慮 

核燃料施設における安全上重要な
施設は、その重要度により耐震設計
上の区分がなされるとともに、敷地
及びその周辺地域における過去の
記録、現地調査等を参照して、最も
適切と考えられる設計地震力に十
分耐える設計であること。 

1. 耐震設計上の重要度分類 
ウラン加工施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のある
ウランによる環境への影響の観点から、次のように分類すること。 
(1) 設備・機器（配管、ダクト等を含む。以下同じ。） 
第１類：非密封ウランを取扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込める
ための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器
及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失
うことによる影響、効果の大きいもの。 
第２類：非密封ウランを取扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込める
ための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器
及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失
うことによる影響、効果が小さいもの及び化学的制限値又は熱的制限
値を有する設備・機器。 
第３類：第１類、第２類以外のもの。 

(2) 建物・構築物 
第１類：第１類の設備・機器を収納する建物・構築物 
第２類：第２類の設備・機器を収納する建物・構築物 
第３類：第１類、第２類以外のもの。 
 

2. 耐震設計評価法 
(1) 方針 
ウラン加工施設は、次に示す耐震設計に関する基本的な方針を満足してい
ること。 
① 耐震設計は、原則として静的設計法によること。 
② 上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によっ
て波及的破損が生じないこと。 
③ 上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な
場合には、上位分類の設計法によること。 
④ 設備・機器の設計に当たっては剛構造となることを基本とし、それ
が困難な場合には動的解析等適切な方法により設計すること。 

(2) 建物・構築物の耐震設計法 
ウラン加工施設における建物・構築物の耐震設計法については、各類とも
原則として静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令によること。 
ただし、第１類及び第２類の建物・構築物については、それぞれ耐震設計
上の静的地震力として、建築基準法施行令第 88 条から定まる最小地震力に
下記に掲げる割り増し係数を乗じたものを用いること。また、建築基準法施
行令第 82 条の 3 第１号及び第３号による場合には下記に掲げる割り増し係
数を乗じ、建築基準法施行令第 82 条の 3 第２号による場合には下記に掲げ
る割り増し係数で除したものを用いること。 

記 
第１類    1.3以上 
第２類    1.1以上 

(3) 設備・機器の耐震設計法 
設備・機器（配管、ダクト等を含む。以下同じ。）の耐震設計法については、
原則として静的設計法を基本とし 
① 各類ともに一次設計を行うこと。この一次設計に用いる静的地震力
は、建築基準法施行令第 88 条により定まる最小地震力に下記に掲
げる割り増し係数を乗じたもの（以下一次地震力という。）を用い
ること。 
ここで「一次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を
組合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同
等な安全性を有する応力を許容限界とする設計をいう。 
② 第１類については、上記①の一次設計に加え、二次設計を行うこと。
ここで「二次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を上
回る二次地震力とを組合わせ、その結果発生する応力に対して、設
備・機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、
亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすこ
とがない設計をいう。 
上記二次設計は、常時作用している荷重と、一次地震力に下記第



１類の割り増し係数を乗じた地震力以上の静的地震力とを組合わ
せ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安
全性を有する応力に基づいて地震力に応じた適切な許容限界を用
いた設計により行うことができる。 

記 
第１類    1.5以上 
第２類    1.4以上 
第３類    1.2以上 

 
１４．地震以外の自然
現象に対する考慮 

核燃料施設における安全上重要な
施設は、敷地及びその周辺地域にお
ける過去の記録、現地調査等を参照
して、予想される地震以外の自然現
象のうち最も苛酷と考えられる自
然力を考慮した設計であること。 

「予想される地震以外の自然現象のうち最も苛酷と考えられる自然力」とし
て、敷地及びその周辺地域の自然環境をもとに洪水、津波、台風、積雪等のう
ち予想されるものに対応して、過去の記録の信頼性を十分考慮のうえ、少なく
ともこれを下まわらない苛酷なものであって、妥当とみなされるものを選定し、
これを設計基礎とすること。 
なお、過去の記録、現地調査の結果等を参考にして必要のある場合には、異種
の自然現象を重畳して設計基礎とすること。 

１５．火災・爆発に対
する考慮 

火災・爆発のおそれのある核燃料
施設においては、その発生を防止
し、かつ、万一の火災・爆発時には、
その拡大を防止するとともに、施設
外への放射性物質の放出が過大と
ならないための適切な対策が講じ
られていること。 

1. 不燃性材料の使用等 
ウラン加工施設の建家は、建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃
性材料で造られたものであること。また、設備・機器は実用上可能な限り不燃
性又は難燃性材料を使用する設計であること。 

2. 可燃性物質の使用対策等 
施設において有機溶媒などの可燃性の物質又は水素ガスなどの爆発性の物質
を使用する設備・機器は火災・爆発の発生を防止するため、発火・温度上昇の
防止対策、水素ガス漏洩、空気の混入防止対策等適切な対策が講じられている
こと。 

3. 火災・爆発の拡大防止対策 
万一火災・爆発が発生した場合にも、その拡大を防止するための適切な検知、
警報設備及び消火設備等が設けられているとともに、汚染が発生した部屋以外
に著しく拡大しないよう適切な対策が講じられていること。 

１６．電源喪失に対す
る考慮 

核燃料施設においては、外部電源
系の機能喪失に対応した適切な対
策が講じられていること。 

ウラン加工施設においては、停電等の外部電源系の機能喪失時に 
(1) 第１種管理区域の排気設備 
(2) 放射線監視設備 
(3) 火災等の警報設備、緊急通信・連絡設備、非常用照明灯等、安全上必要
な設備・機器を作動し得るのに十分な容量及び信頼性のある非常用電源系
を有すること。 

１７．放射性物質の移
動に対する考慮 

核燃料施設においては、核燃料施
設内における放射性物質の移動に
際し、閉じ込めの機能、放射線遮蔽
等について適切な対策が講じられ
ていること。 

ウランの工程間、工程内移動に際し、移動するウランの形態、形状に応じて漏
洩防止、放射線遮蔽、臨界防止等適切な対策が講じられていること。 

１８．事故時に対する
考慮 

核燃料施設においては、事故に対
応した警報、通信連絡、従事者の退
避等のための適切な対策が講じら
れていること。 

事故に対応した警報、通信連絡、従事者の退避等のための適切な対策が講じら
れていること。 

１９．共用に対する考
慮 

核燃料施設における安全上重要な
施設は、共用によってその安全機能
を失うおそれのある場合には、共用
しない設計であること。 

安全上重要な施設のうち、当該加工施設以外の原子力施設との間、又は当該加
工施設内で共用するものについては、その機能、構造等から判断して、共用に
よって当該加工施設の安全性に支障をきたさないことを確認すること。 

２０．準拠規格及び基
準 

核燃料施設における安全上重要な
施設の設計、工事及び検査について
は、適切と認められる規格及び基準
によるものであること。 

安全上重要な施設の設計、工事及び検査については「核燃料物質の加工の事業
に関する規則」、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
等の規定に基づき、線量当量限度を定める件」等に定める規格及び基準に基づ
くとともに、原則として建築基準法、日本工業規格(JIS)等に定める規格及び基
準に準拠すること。なお、国内において規定されていないものについては、必
要に応じて十分使用実績があり、信頼性の十分高い国外の規格及び基準に準拠
すること。 

２１．検査、修理等に
対する考慮 

核燃料施設における安全上重要な
施設は、その重要度に応じ、適切な
方法により検査、試験、保守及び修
理ができるようになっていること。 

安全上重要な施設は、その重要度に応じ、適切な方法により安全機能を確認す
るための検査及び試験並びに安全機能を健全に維持するための保守及び修理が
できるようになっていること。 

 


